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作業環境測定基準の一部を改正する告示案に 

関する意見の募集について 
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新入社員、新配属の方への教育のススメ 
新しく入社された方、また、新しい部署へ配属された方は、最初に仕事を把握する 
事が大変だと思います。そんな時当社の小冊子をぜひご活用ください！ご要望に 
応じて小冊子を用いた出張セミナーも承ります。詳しくは下記ＵＲＬ、右記ＱＲコード 
からもご覧いただけます。 
https://www.knights.jp/bkform.html 

厚生労働省において、作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤

等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示案について、2023 年 1 月 31 日から 2023 年

3 月 1 日の間で意見募集が実施されました。 

1．経緯・背景 

 労働安全衛生法において、有害な業務を行う屋内作業場等で、政令で定めるものについて、

作業環境測定基準（以下「測定基準」という。）に従って必要な作業環境測定を行うことを義務

付けるとともに、作業環境評価基準に従って当該測定の結果の評価を行うこと等を事業者に

義務付けています。 

今般、厚生労働省における「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめを踏まえ、

個人サンプリング法の適用対象作業場及び適用対象物質を新たに追加するため、測定基準に

ついて所要の改正が行われます。 

2．改正案の概要 

（1）測定基準の改正 

次に掲げる作業環境測定は、新たに個人サンプリング法により行うことができるものとする。 

①粉じん（遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。）の濃度の測定 

②労働安全衛生法施行令（以下「令」という。）別表第3に掲げる特定化学物質のうち15物質の 

濃度の測定 

③令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤(特別有機溶剤を含む。）の濃度の測定 

（2）その他所要の改正 

測定基準の改正を踏まえて、第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の

方法等（令和4年厚生労働省告示341号）（※）について所要の改正を行う。 

（※）2022年11月30日に告示されており、2024年4月1日から適用される。 

3．告示日 2023年3月下旬（予定） 

適用期日 2023年10月1日（ただし、2（2）については2024年4月1日） 

当社では作業環境測定に長年の実績と豊富な経験があります。ご不明な点がございましたら、

お気軽にお問い合わせください。 

資料 2023 年 1 月 31 日付 電子政府の総合窓口  

（https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000248056）を引用して作成 

有機分析箇所 織田美里
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